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〈論 説〉

マ ル クス の 「類=類 的存在 」概 念 につ いて

沢 田 幸 治

小稿 の課題はマルクスの類(dieGaU・lng)な い しは類 的存在(dasGattungwesen)概 念 について

考察す るこ とである。

周知の ように,マ ルクスは 『経済学 ・哲学手稿』(1)(以 下r経 哲手稿』と略記する)「第一手稿」

において 「疎外 された労働」につ いて論 じている。そ こにおいてマルクスは疎外 された労働 の現

われとしての四つの疎外現象 をあげてい る(第 一規定=生 産物疎外一 事物の疎外,第 二規定=生 産行

為,過 程疎外 自己疎外,第 三規定=類 疎外,第 四規定=人 間疎外)。 この四つ の疎外規定の うち,小

稿 においてわれ われが第三規定=類 疎外(正 確には,人 間からの類疎外一以下簡単にこれまで略記して

きたと同様 「類疎外」と略記する)に ついて考察 しなければならないと考 えるのは,こ の類疎外 につ

いての理解が論者の間で必ず しも一致 して はいない と思 われるか らである。そ して,論 者 の問で

の類疎外理解の不一致は 『経哲手稿 』等 における類概念,類 的存在概念の とらえ方の不一致 によ

る と思われたか らである。

いうまで もな く類,類 的存在概念 を正確 に理解するこ とな しには類疎外 について正確 に理解す

るこ とは不可能であ り,そ して類疎外 につ いて正確 に理解 す るこ とな しには,マ ルクス の 「疎

外」(論)を 正確 に理解す るこ とは不可能であろ う。小稿 の課題 を類,類 的存在概念 の考 察にお

いた所以である。

ところで,わ が国 においてマルクス疎外論 の研 究が活発に行 われたのは,実 は,か な り以前の

ことであ った(1960年 代～80年 代のことであったといってよかろう)。それ はいわゆ る 「社会 主義」

(国)に み られた社 会主義(国)に あ るま じき と思 われた 否定的現象 の解 明(と 克服)の

必要性 とい う問題意識 に基づ くものであ った と思われる。 また,「 発達」 した機械文 明の下での

人 聞疎外の深化 を背景に してのことであった と思われる。いずれに しても疎外論の研究が活発 に

行 われたの は,大 分以前の ことであった。それにもかかわ らず,今,小 稿 でこの問題 を考察 しよ

うとす るの は,ど の ような理由による ものであろうか。それは,何 とい って も,今 日の グローバ

ル化 した資本 主義=市 場 経済 の下 で,人 々の生活 と人 間性 の破壊 が一 一言 に して人 間疎外

が一 進んでいる(と 思われる)こ とによる。それゆえ,わ れわれは,マ ル クス疎外論 の研究(お
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よびマルクス経済学の研究)は 決 して,時 代錯誤的な研 究だ とは考 えない。ま さに今 日的 な意義 を

有する研究だ と考 えてい る。 「ソ連」等 「社 会主義」 の崩壊 以来低 迷 を続 けていたマル クス経済

学 をは じめ とす るマルクス理論の研 究(疎 外論研究 も含めて)が1990年 代末 ごろよ り一定 の活気

をと り戻 しているの も,こ の ことを(そ れが今 日的課題であるということを)証 しているように

思われる。

マルクス疎外論にお ける疎外の第三規定=類 疎外 については,そ の規定の引 き出 し方,お よび

その規定の疎外論全体の中での位置づけに関 して有力 な疑 問=批 判が提 出されている。 われわれ

は,こ の疑 問=批 判 を念 頭 にお きなが ら そ の批 判 の当否 を考 える こ とに焦 点 を置 きなが

ら一 類,類 的存在概念 についての考察を行 ってい くことにする。

疎外の第三規定=類 疎外 の引 き出 し方お よび疎外論におけるこの規定の位 置づ けに関す る重要

な問題提起=疑 問の提出 をわれわれ は山之内靖氏 の研究 にみるこ とがで きる(2)。

山之内氏 はマルクスが疎外 の第三規定 を引 き出す にあ たって,「 われわれはさ らに,こ れまで

述べ た二つ の規定か ら,疎 外 された労働 の第三の規定を引 き出さなければな らない」 と述べ てい

る ことに対 して,「 実 はこの一行の中に,『 疎外 された労働』編 を判 りに くい ものにし,読 者 たち

を また研 究者 たちを 混乱 に導いた最大の要因がはらまれていた とい うべ きであろう」(3)

と述べ られている。 なぜ氏がマルクスを批判 されたのかといえば,そ れ は,マ ルクスが このよう

に述べたことに よって 「フォイエルバ ッハ との問にみ られた厳格な照応関係が断ち切 られ,フ ォ

イエ ルバ ッハの疎外論 において最 も核心 的な意味を もつ ものであ った重要 な論点が,あ たか も

『疎外 された労働』の他の三つの諸規定 と並存 す る位置 にあるかの ような誤解 を読者 に与 えて し

まった」 と考 え られたこ とによる。 ここで氏 がい う 「重要 な論点」 とい うの は 「キ リス ト教世

界一 つ ま り西欧市民社会 における類 と個の関係 に関す る」問題の ことであるが,氏 はこの

問題について,そ れは 「フォイエルバ ッハにあっては宗教意識や思弁哲学が人間の中か ら自己疎

外 してゆ く根源的要因を明 らかにするための手続 き」であ り,フ ォイエルバ ッハにとっては 「疎

外の歴史 二社会的前提条件 を確定する とい う意味 を」 もった問題であった とみな されているので

あ る。 この ような重要 な問題 であるに もかかわらず,マ ルクスは疎外の第三規定=類 疎外 を単な

る 「疎外の発現形態」 ととらえ,「 しか も他の三つ と並 ぶ単 なる一規定」 とい う位置づけ をそれ

に与 えて しまっている と批判 されているので ある。 山之内氏は疎外の第三規定=類 疎外 は疎外の

単なる一規定,単 なる発現形態の一つ とみな され るべ きものではな く,「疎 外の歴 史社会 的前提

条件」 にかか わる規定 として位 置づ けなけれ ばな らない問題である,と 考 えているわけである。

第三規定=類 疎外 は 「類 的共同性 を喪失 し,ア トミックで孤立的な,排 他的で 自己意識的 な個人

に還元 されて しまっている」近代市民社会 における 「類 と個の関係」 に関す る問題であるとみな

されているのである。
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われわれは,山 之内氏 によって提起 されたマル クスに対す るこの ような疑問=批 判 を念頭 にお

きなが ら類,類 的存在概念の考察 を進めてい くことにす る。

疎外 の第三規定=類 疎外 に対す るマル クスの と り扱 い と位 置づ けは,は た して誤 った もので

あったろうか。以下考察 を行 うことに しよう。

課題の考察 に先立 って,ま ず,こ れ までのわれわれの類,類 的存在概念お よび類疎外 について

の考 えを簡単 に示 してお こう(4)。

われわれは先に 『経哲手稿』「第一手稿」 「疎外 された労働」 中の一叙述の検討 を通 して,類,

類 的存在 と類疎外 についてお よそ次の ように考えたのだった。す なわち,一 般 に,ま ず類,類 的

存在 とい うのは個体(個 別)を 超 えた存在(そ れの上位概念)の ことであ り,千 差万別 のあ らゆる

個体(個 別)に 共通す る特 質で くくられた存在 の ことである と考 えた。 したが って,人 間の場合

の類,類 的存在 も,そ の ような考 えか らすれば,す べての人間=個 体(個 別)が もっていて,し

か も人間以外の他 の類が もっていない特質 に基づいて くくられた 分類わけ された 存在 と

い うことにな り,そ してその ような特 質 は 「意識す る とい うこ と」 であ ると考 えた。 したが っ

て,わ れわれは,人 間の場合,類,類 的存在 とい うのは,個 体(個 別)を 超 えた存在 であるが故

に,個 体 個 別)に とって不可避的 な制約=限 界 をまぬがれた,普 遍的で 自由な存在 の ことで あ

り,ま た意識 をもった存在であるが故 に,自 然必然性 の支配下 におかれた存在で はな く この

点か らも自由な存在 ということになる 自由に,意 識的 に創造的な活動 を行 うことので きる存

在 のことであ ると考えた(5)。『経哲手稿』 「疎外 された労働」 の考察=検 討 を通 してわれわれが考

えたマルクスの類 類 的存在 というのは,こ のような存在の ことであった。 〈個体 を超 えた普遍

的存在=自 由で意識的な存在 〉,こ れが われわれがマルクスの もの と考 えた(そ して今 も考えてい

る)類,類 的存在概念である。

類,類 的存在 をこの ように考 えるな ら,で は,類 疎外 はどのような疎外 のことであると理解 さ

れることになるであろ うか。それは,人 間=労 働者が類,類 的存在 としての活動一 普遍 的で,

自由で,意 識的で,創 造的な活動 を行 うことが不可能な状態におかれてい るということ,そ

のような活動の条件 を奪われている ということ,そ のような活動が 自分たちにとってよそ よそ し

いものに感 じられるようになっているとい うこと,そ の ような活動 は労働者 とは別 の人間が行 う

活動 となっているということ,こ の ようなこ とを意味す るとい うように理解 されることになろう

(そして,労 働者の個体 としての活動は生存のために,い わば食うために行われ,他 方,資 本家の活動は金儲

けのために行われるということになる)。 この よ うな理解 に立つ な ら,疎 外 された労働 は 「人 間に

とって類生活 を個人的生活の手段 た らしめる」 というマルクスの有名 な叙述の意味 も,一 部 に考

えられているの とは違 った意味 に理解 されることになろう。すなわち,社 会のために行われるべ

き活動(生 産)が,そ のような もの としてでは な く,個 人的 な生活のために行 われてい るとい う
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意味 にで はな く,自 由で意識的で創造的な活動であるはずの ものが一一いわば人間の 自己確証行

為 といってよい ものが その ようなもの としては行われな くなっているとい う意味に理解 され

るこ とになろう。

マ ルクスの類,類 的存在 と類疎外 について,わ れわれは,お よそ以上の ように考えたのであっ

た。 しか し,こ の ような考 えに立 てば,マ ル クスが疎外 の第一規定,お よび第二規定か ら第三規

定=類 疎外 を引 き出 したのは,誤 りではない とい うことになろ う。なぜ な ら,労 働者が 自らの生

産物 を 転 じて 自然 を 疎遠 な もの と感 じ(第 一規定),ま た,生 産の主体 ではな く,生 産=

労働 の内容 を奪われてお り,労 働 に喜 びや充実感 を感 じることが出来 な くなっている とすれ ば

(第二規定),当 然,自 由で創造 的な活動 を意識的 に行 うことも出来 な くなると考え られるか らで

ある。 しか し,類,類 的存在 をく社会的,共 同的,集 団的存在 〉ととらえるな ら,類 疎外 という

の は,市 民社 会 にお け る個体(個 別)の あ り方,社 会,共 同体 か ら切 りは な された バ ラバ ラ

の かつ限界 をもった く原子論的〉な存在のあ り方 とい うことに係わる疎外 のこ とである

とみ なさなければな らないであろう。そ して,そ の場合 には,第 三規定 を第一規定,第 二規定か

ら引 き出す こと,そ して,そ れを疎外 の単 なる一現象形態 ととらえるこ とは誤 りであるとい うこ

とになろ う。はた して,マ ルクスの類,類 的存在 は社会的ない しは共 同的,集 団的存在の ことで

あろうか,そ れ とも,自 由で意識 的な存在の ことであろ うか。『経哲手稿』 「第一手稿」「疎外 さ

れた労働」 についてのわれわれの考察によれば,類,類 的存在 とい うのは 自由で意識的 な存在の

ことであった。 しか し,類,類 的存在 をその ようなもの としてで はな く,社 会 的,共 同的,集 団

的存在 ととらえなければその意味 を理解で きないように見えるマルクスの叙述 も多 く存在す る。

それ ゆえわれわれは,そ の ようなマル クスの叙述 についての考察e検 討 を行わ なければな らな

い。その ような例 として,以 下 において 『ミル評註』 と 『ユ ダヤ人問題に よせて』 の中の叙述 を

とりあげることにする⑥。そ して,そ れ につ いて考察=検 討する ことにす る。

四

「ミル評註』か らわれわれが と りあげて考察=検 討する叙述は次の叙述である。

「生産その ものの内部での人間活動 の交換 も,人 間の生産物 の相互的 な交換 も,い ずれ も類 的

活動 と類的精神(7)に等 しい。そ してこの類 的活動 と類的精神の,現 実的で意識的な真の定在が,

社会的な活動 と社会的な享受である。人間の本質は,人 間が真 に共 同的な本質であることにある

のだか ら,人 間は彼 らの本質の発揮 によって人 間的な共同体 を,す なわち,個 々の個人に対立す

る抽象的 ・普遍的 な力 では決っ してな く,そ れ 自体 それぞれの個人 の本質 であ り,彼 自身の活

動,彼 自身の生活,彼 自身の富であるような,社 会的 な組織 を創造 し,産 出す る。 したが って,

あの真の共同本質は,反 省 によって生ずる ものでは決っ してない。 したが ってそれ は,諸 個人の

必要 とエ ゴイズムによって,い いかえれば,直 接彼 らの定在その ものの発揮に よって,産 出 され
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た もの として現象す る。この共同的本質が存在す るか否か は入間によって左右 される ことではな

い。だが人間が,自 己を人 間として認識 してお らず,そ れゆえ世界 を人間的に組織 しお えていな

いうちは,こ の共 同的本質 は疎外の形態の もとで現象す るのである。」(8)

このマルクスの叙述 においては,類,類 的存在 は社会的,共 同的,集 団的存在 とい う意味に理

解 されるのが 自然であろ う。 なぜ な ら,ま ず引用 冒頭 においてマ ルクス は,「 生産 その ものの内

部での人間活動 の交i換」(作 業場=工 場内分業と協業のことであろう 沢田)も,「 人間の生 産物 の相

互的 な交換」(社 会的分業と統合のことであろう 沢田)も,「 類的活動 と類的精神(享 受)」 に等 し

いと述べ ているか らである。 ここでの 「生産その ものの内部での人間活動」 というのは,直 接的

には,「 生産その ものの内部」で個(々)人 が,い わばバ ラバ ラに,別 々に行 う活動=生 産の こ

とで あろうが,そ の ような個 々人の活動=生 産が 「交換」 を通 して結合 された時,そ れは共同

の,あ るいは社会的 な活動e生 産 に生成=転 化 され るわ けであろ う。 また,「 生産物 の相互的 な

交換」につ いて も,そ れに よって,個 々人ない しは私的 な活動=生 産の結果(=生 産物)が 結合

され,い わば社会的な生産物へ と転化 される とい えよう。 このような 「交換」が 「類的活動」 と

されている以上,類 的を社会的,共 同的,集 団的の意味 にとらえるのは自然 なことであろ う。 こ

れ に続 く部分 の叙述 について も類的を社会的,共 同的等の意味 にとらえなけれ ば理解 しえない個

所が存在 している。「類 的活動……の定在が,社 会 的活動 ……である」 という叙述や,「 人間的な

共同体」 「共 同本質」 についての叙述 などは,そ のような ものであろう。

この ように,こ の引用では類的は社会的,共 同的,集 団的を意味 している とい うように理解 さ

れる。 しか し,も し,類 的 をその ような意味に とるな ら,マ ルクスの類疎外規定 も,す なわち,

その規定 の引 き出し方 とその規定の疎外論全体 における位置づ けも,先 に触れた ように誤 りと判

断 されることになろう。

類,類 的存在 につい ての この ような理解 は,こ の引用 に続 く個所 におい て,「 人 間の共 同本

質」 につ いてマルクスが次の ように語 る時,一 層あてはまるように思 われる。

「ところで国民経済学 は,人 聞の共 同本 質 を,い いかえれば,自 己を確 証 しつつ あ る人 間本

質,類 的生活,真 に人 間的な生活のため に人間が営 む補完行為 を,交 換 ならびに商業 とい う形態

で とらえている。デステ ユッ ト ・ド・トラシはい う。社 会 とは相 互的 な交換 の一系列 であ る,

と。それは まさに,交 換 に よって相互 に統合 しあ う運動 にほか な らない。ア ダム ・ス ミス はい

う。社会 とは商業社会 であって,そ の成員はすべて商人である,と 。」(9)

この引用で直接 に問題 にされているのは,「 人 間の共同本質」 について国民経済学が どの よう

にとらえているのか ということに関 してである。 このように,こ こでは類,類 的存在 を問題 に し

て いるのでは ないが,し か し,そ の中で国民 経済学が類 的生活 を交換 と,そ して交換(の 一系
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列)を 社会 と同 じもの とみ ていることについては,肯 定 しているといえ よう。

以上の ように 『ミル評註』の中の叙述では類 的は社会的,共 同的,集 団的の意味で使用 されて

いるとみ な しえ よう。 したがって,類,類 的存在は,社 会的,共 同的,集 団的存在 とい うことに

なる。 しか し,そ うだ とす るな ら,そ れは,『 経哲手稿』「第一手稿」「疎外 された労働」の考察

=検 討を通 してわれわれが得 た類,類 的存在理解す なわち,〈 類,類 的存在 〉=〈 個体 を超 えた

普遍的存在=自 由で意識的な存在 〉とは異なることになる。そ して,当 然 のことなが ら,疎 外の

第三規定=類 疎外 につ いての理解 も異 なることになる。 したがって 「類疎外」 において,k規

定,第 二規定か ら第三規定 を(疎 外された労働の現象の一つとして)引 き出 したマルクスは誤ってい

るということになる。 だが,わ れわれ はこれ までの考察 二検討に よって 『経哲手稿 』「第一

手稿」 「疎外 された労働」 の考察 二検討 に よって一一得 たわれわれの理解が誤 っている とは考え

ない。す なわち,類,類 的存在 をく個体 を超 えた普遍的存在=自 由で意識 的な存在 〉という意味

以外 の存在 とは考え られない。 とすれば,類,類 的存在 を 『経哲手稿』「第一手稿」 「疎外 された

労働」 においては 自由で意識的 な存在 と して,『 ミル評註』においては社会的,共 同的,集 団的

存在 として,二 様に理解 すべ きであろうか。 しか し,そ うだとす れば,類,類 的存在 という一個

の存在 に対 して二様の規定 を 異 なった規定 を 与 えることになるが,そ れは正 しいことで

あろ うか。また,も し,二 様の規定 を与 えてよい とすれば,そ れはどのような理 由によってであ

ろ うか。 『経哲手稿 』「第一手稿」「疎外 された労働」 と 『ミル評註』では,「 人 間観」「社 会観」

に対す るマ ルクスの接 近視 角が異 なってい るとして も(10),『経哲手稿』「第一手稿」 と 『ミル評

註』がほぼ同時期 に書かれたものであることを考 えれば,や は り,類,類 的存在 とい う一個同一

の存在に対 して二様 に,そ れぞれ別個の規定 を与 えることは不 自然 であろう。(rミ ル評註』が 「第

二手稿」の主内容を成すものであるとする見解につ くならなおさらである。)た とえ,接 近視角 に相違 があ

る として も,類,類 的存在その ものの規定 は同 じでなければな らないであろ う。 しか しテキス ト

を素直に読 む限 り,類,類 的存在 は 『経哲手稿』「第一手稿」 「疎外 された労働」では,自 由な意

識的な存在 を意味 し,『 ミル評註』では,社 会的,共 同的,集 団的存在 を意味す る。 この点 はど

のように 「解 決」 されなければな らないであろ うか。 そ してそれ につ いて論理的に考 える限 り,

この問題 は,自 由で意識的であ ることと(そ のような存在と),社 会 的,共 同的,集 団的で ある こ

とと(そ のような存在と)が,「 別 のことではない」「別ではない」 とい うことに よって しか解 決 さ

れえない と考え られ よう。はた して,こ の ような関係 は成立 しうるであろ うか。だが,こ の問題

を考える前 に今一つ,類,類 的存在 に関す るマル クスの叙述 をみてお こう。す なわち,『 経哲 手

稿 』および 「ミル評註』 に先立つ論稿 二 『ユ ダヤ人問題 によせて』 において,類,類 的存在が ど

のような意味で使用 されているか をみてお こう。

「あ らゆる解放 は,人 間の世界 を,人 間その ものへ復帰 させ ることであ る。

政治 的解放 は,一 方 では市民社会の成 員へ の,利 己的 な独立 した個 人への,他 方では公民へ
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の,法 人へ の人問の還元である。

現実の個別的 な人間が,抽 象的な公民 を自分の うちにとりもどし,個 別 的人間のままであ りな

が ら,そ の経験 的な生活 において,そ の個人的な労働において,そ の個人的 な関係 において,類

的存在 となった ときは じめて,つ ま り人間が 自分の 『固有 の力(forcespropres)』 を社会 的な力 と

して認識 し組織 し,し たがって社会的 な力 を もはや政治的な力の形で 自分か ら切 りはな さない と

きには じめて,そ のときは じめて,人 間的解放 は完成 された ことになるのである」(11)。

み られるようにこの叙述 は人間的解放 について述べた ものである。マルクスは 「個別的人間が

……個 別的人間のままで……類 的存在 となった とき」 それが完成 される
,と し,そ して 「個別 的

人間が類 的存在 となった とき」 というのは 「人間が 自分 の固有 の力 を社会的な力 として認識 し組

織」 した ときの ことであるとしてい るわけである。

では,人 間的解放 につ いて述べているこの叙述 においては 「類的存在」 はどの ような意味に と

らえ られるべ きであ ろうか。 この叙述 を素直 に読 む限 り,『 ミル評註』 にお けると同様 の意味 に

理解 され るべ きであろ う。す なわち,社 会的,共 同的,集 団 的の意味 に理解 されるべ きであ ろ

う。 ここでの類 的存在 については,こ のように考 えられる。

類的存在 について,こ のように とらえた上でこの引用で語 られている人間的解放について再度

いえば,そ れは政治的解放 によっては達成 されなかったが,人 間が 「類的存在」 となった ときに

達成 されることだとされているのである。すなわち,政 治的解放 によって人間は市民社会 の成員

=利 己的な個人 と公民(derStaatsburger)=公 人(diemoralischePerson)へ と分裂 した存在 二

重存在 となったが,人 間が類的存在 となることによって,そ の分裂=二 重化が止揚 されると

されているのである。 この社会の市民社会 と政治国家への分裂=二 重化の下で,一 方の市民社 会

の成員である利 己的個人 問の関係 は対立的=敵 対的である。各人が 自分の利 己的な欲望 を押 し通

そ うとす るか らであ る。 また市民社会 においては各人は,自 由とい うより 「勝手気 まま」 に行動

す る。 この ように各 自が利己的欲望の充足 のために,対 立 ・闘争す れば,そ こには多 くの矛盾 ・

軋礫 が生ず るこ とになる。貧 困,道 徳的退廃,犯 罪等が発生す ることになる。 また,社 会 的,経

済的な混乱 も避 けられない。 したがって,こ の ような矛盾への対処=「 解決」の 「場」が存在 し

なければならない。 その ような場 として位置づ けられているのが社会の分裂e二 重化の下 では政

治的国家 とい うわけであ ろう。

しか し,マ ルクスは市民社会の矛盾 ・軋礫 をこの ような政治的国家 に求め るのではな く,市 民

社 会そのものの変革 によって解決することを考 えているわけである。すなわち個別的人間が類 的

存在 になることによって解決 しようと考えているわけである。そ して,政 治的国家 の力 となって

いる 「社会 的力」 た とえば,秩 序や安全 を維持 し,福 祉や諸権利 を保障する力 を個々人

の生活 の場 に,個 々人の関係の下に とりもどす ことによって社会お よび人問の分裂=二 重化 を止

揚 することを主張 してい るのである。
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だが人間が類 的存在 社会的,共 同的存在 となるため には どの ような こ とが必要 であ ろう

か。 この点 を考 えるために,「 個別的 な人間が,抽 象的な公民 を 自分 のうちにと りもどし」 とい

う叙述 の意味を考 えてみよう。 ここでは 「公民」は法入(Diem。ralischePerson)と 同 じことを意

味 している。 とす れば,「 公人」 と訳 されてい るDiemoralischePersonとL>う の は 「道徳的人間

(人格)」 の ことであろ うか ら,公 民e法 人 とい うの は私利,我 欲 をはなれた人間,私 利,我 欲 を

止揚=克 服 した人 間(国 家,共 同体,家 族等の構成員)と いうことになる。 したが って,人 間が社 会

的,共 同的存在(と いう意味での類的存在)に なるとい うことと現実の個別的人間が 自分 の うちに

抽象的な公民 をとり戻す とい うことが同意であるとす れば,類 的存在 になる とい うのは,エ ゴイ

ズムを克服=止 揚 した存在 になる というこ とで もある(エ ゴイスティックな個人間の関係は排他的,

敵対的なものであり,社 会的,共 同的なものではないからである)。「個別的 な人間が,抽 象 的な公 民 を

自分の うちにと りもどす」 とい うことは,こ のような意味であろう。そ うした公民e道 徳的人間

として個 々人が関係 をとりむすぶ とい うことであ ろう。 この点 は 『ユ ダヤ人問題 によせて』中の

他の叙述,例 えば 「人権」 につ いての叙述 によって逆 の意味か ら確認す ることがで きる。

「いわゆる人権は どれ一つ と して,利 己的な人間以上 に,市 民社会 の成員の人 間以上に,す な

わち自分 の殻,私 利 と我意 とに閉 じこもり共同体か ら区分 された個人であ るような人間以上に,

こえでる ものではない。人権 において人 間が類的存在 としてみなされる どころか,む しろかえっ

て類的存在その ものである社会が,個 々人の外部のわ くとして,個 々人の本来の 自立性の制 限 と

してあ らわれ るのである。彼 らを統合す る唯一の紐帯 は,自 然 的必要,欲 望 と私利,所 有 と利己

的一身 との保全 である」(12)。

この引用 によっても,類 的存在 二社会的存在,共 同的存在 が市民社会の成員 たる個人=私 利,

我意 にとらわれた存在 の対極=反 対側 に立つ ものであることが理解 され るであ ろう。(な お,っ い

でにいえば,類 的存在の対極にある個体的存在,個 人的存在についていえば,そ れは上の引用でも述べ られて

いるように,自 然的必要,欲 望と私利,所 有と利己的一身の保全を求める存在である。)

この ように,人 間個h人 が私利,我 意の克服 によって,類 的存在一 社会的,共 同的存在 にな

る とす れば,類 的存 在 に なるに は,人 間の意 識的 な行動 が必 要 であ る。 なぜ な ら,私 利,我

意 エゴイズム の克服 「活動」 は,市 民社会の成員=個 人 にとっては 「自然」 な活動 では

ないか らであ る。市民社会の成員=個 人 は私利 と我意の殻 に閉 じこもった,共 同体 か ら区分 され

た存在 であ る以上,私 利 と我 意の下にあるこ とこそが,そ れ ゆえ相互対立 的,闘 争 的関係 こそ

が,自 然 な ものだか らである。 したがってエ ゴイズムの克服,他 者 との共同,協 同,共 存関係の

形成 は,「 意識的」 な行為 によって達成 され ることである。逆にいえば,意 識 的な存在 であるか

らエ ゴイズム を克服 し,社 会的,共 同的存在 になることがで きるとい うことである。 この点 をこ

こで確認 しておこう。
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この点の確認 に立 って,立 ち入 った検討 を,ペ ンデ ィングしておいた先の 『ミル評註』か らの

引用 を再度みてみれば,す なわち,「 生産 その ものの内部での人間活動 の交換 も,人 間の生産物

の相互 的な交換 も,い ずれ も類 的活動 と類的精神 に等 しい。そ して この類的活動 と類 的精神 の,

現実的で意識 的な真の定在が社 会的な活動 と社会的 な享受である。」 とい う叙 述 をみてみれば,

その意味 も次の ように考 えるこ とが で きるであ ろう。す なわち,こ こでい う 「交換」 その もの

が,直 ちに,そ の まま 「類的活動」 と等置 され る もので はない とい うこ とであ る。「交換」 と

「類 的活 動」 とは別 の ことであ るが,結 果的 には 「等 しい」 とい う ことになる とい う意味 であ

る,と いうことである。 なぜ な ら,こ こでの 「交換」 も個々の活動 を社会的活動 ・共 同的活動へ

と転化 させる とい う意味では,ま た一系 列の交換が社会 である とい う意味では類 的活動(社 会的

活動)と 同 じであ るが,し か し類 的活動が 人間 どう しのいわゆ る 「人 間的」な結合=関 係 であ

り,そ の意味 で意識的な活動=関 係 であ るのに対 し,こ の交換 はそ うではないか らである。 この

点,交 換 と類 的活動 を 「ist=」 としてい るこ とは示 唆的であ る。両者 の関係 を 「ist」「=」 と二

重 に表 しているこ との うちに両者 の区別 と同一 を表現 してい ると考 えるのは考 え過 ぎであろ う

か。

五

これ までわれ われ は,「 経哲手稿』「k手 稿」 「疎外 された労働」 と 『ミル評註』や 『ユ ダヤ

人問題 によせて』では,類,類 的存在概念 についての規定が異なっているようにみ えるこ と,す

なわち,前 者 にあっては,〈 自由で意識 的な存在 〉の ことであ り,後 者 にあってはく社会的,共

同的存在 〉の ことであるかにみ えることについて考察 して きた。そ して,マ ルクスの叙述 を素直

に読 む限 り,そ れ以外 の読み方はで きない と考えた。 しか し,一 方同一の概念 に二様 の規定を与

えることもまた,不 自然 なこ とである と考 えた。そ して,『 ミル評註』や 『ユ ダヤ人問題 によせ

て』の叙述 において も,類,類 的存在にく意識的〉が実は含 まれていることもみた。 ここでは,

この 問題 を 『経哲手稿』「第一手稿」,「ミル評註』,『ユ ダヤ人問題 によせ て』 それぞれか ら

われわれが引用=検 討 した叙述 において でtマ ルクスが何 を問題 に しているかを考察 二検討

す ることを通 して考 え,小 稿 でのわれわれの さしあた りの結論 を与 えることに しよう。

まず,『 経哲手稿』「第一手稿」「疎外 され た労働」 にお いて ここでのマルクスの課題 はい

うまで もな く 「疎外 された労働」か ら 「私的所有」を導 くことであるわけだが,わ れわれの問題

との関係 でいえば 課題 は類疎外の原 因とそれの止揚 について考 える とい うことになるであろ

う。類,類 的存在 はこの文脈 の中で語 られている とい うことである。

次 に,『 ミル評註』 において,語 られているのは,「 今 日」 の社会,共 同体 二共同(本 質)が,

疎外 された形態一 「商業社会」(等)の 形態一 で存在 してい ることにつ いてである。そ して,

真 に人間的な社会,共 同体の形成 についてである。そのための人間,個 々人の生産(等)の 媒介

=相 互補完行為(こ れが類的活動とされているわけであるが)の あ り方についてである。
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また,『 ユ ダヤ入 問題 によせて』にお ける課題は,人 間的解放についてである。そ して,そ れ

は,単 純化 していえば,政 治的国家において行 われてい る天上での生活 類生活 を地上の

生活,労 働,人 間関係の下で実現 する こと(そ こにとりもどすこと)に よって達成 され るとされて

いるのである。

類,類 的存在 の意味 を以上 の課題=文 脈 の中で考 えれば,次 の よ うになるであろ う。す なわ

ち,類 類 的存在 とい うのは一般的 にい えば まず は,個 体(個 別)を 超 える存在 の ことで あ り,

あらゆる個体が もっている特質で くくられた 区分 された存在 とい うことになるが,こ の特 質

=区 分 を人間についてい えば
,そ れはく意識(す るということ)〉 であ る。[わ れわれ は,『 経哲 手

稿 』「第一手稿」「疎外 された労働」 につ いて,こ の視角 か ら類,類 的存在 をと らえたわけであ

る。]そ して,類,類 的存在が,個 体(個 別)を 超 えた存在である とい うこ とは,個 々人は制約=

限界づ けられた存在 であ るが一 一したがって,個 体 は完全 に自由な存在 ではあ りえない,類

は制約=限 界 をまぬがれた存在である とい うこと,す なわち自由な存在であ り,全 体=完 全 な存

在であ る とい うことを意味す る ことになる。一 方,市 民社会 における個人(孤 立 した,エ ゴイス

ティックな個人)は,こ の ような制約=限 界 をもった個 人 とい うこ とになる。 したがって,(市 民社

会における)個 人は 「類」へ と 「生成」す ることによって,完 全=自 由な存在 になる とい うこと

になる。(こ の意味では類は 「神」のごときものともいえる)。[『ミル評註』 においてマルクスは,私 的

所 有の社会 では類=全 体 は商業社会 とい う疎外 された形態で存在 し,そ れの形成 噸 形成のための

個々人の相互補完行為)は 「交換」 とい う形 で行 われているが,そ れは人 間相互の 「人 間的」 な結

合 を通 して行 わなけれ ばならない と考えているわけであろ う。 また 『ユダヤ人問題 によせ て』で

は,類 生活 は天上(政 治的国家)に おいて は行 われてい るが,た だ し抽象的 な形 で,そ

れ を現実の生活 と労働 の場,つ ま りは市民社会の場 で実現 するこ とを(そ れによって社会の分裂の

止揚を)主 張 しているわけであろ う。 ここではエ ゴイステ ィックな個人 とい う人 間のあ り方,相

互にホ ッブス的 に対立 している人間のあ り方が問題 になっているわけであろう。]

以上 よ りすれば,類,,.的 存 在 は,〈 個別 を超 えた存 在=自 由な意識的存在 〉と規 定 され る

が,(個 別を超えた存在と自由な意義的な存在はそれぞれ別の規定ではなく,全 体として一つの規定である)

上でみたそれぞれの解決課題 との関係でみれば,あ るいはく意識的存在 〉 とい う面が,あ るいは

く個別 を超 える存在 〉とい う面が,前 面に出ている とみるべ きであろう。 しか し,い ずれにして

も,提 起 されている問題は,人 問の自由e解 放 に関する問題である。そ して,個 体的限界の止揚

=類 的存在 になること(あ るいはそれを実現すること)は
,人 間の積極性,意 識性 に よってであ る

とい うこと,こ の こ ともみ るべ きであ ろ う。社 会 的,共 同的が,個 体(13)を抹 殺 した 「全体 主

義」 と同義で ないことがそこに含意 されてい るわけである。

こうした解決課題 との関係か らみ るとき,マ ルクスの疎外 の第三規定=類 疎外の導 出と位置づ

けは,誤 りではなか った とい うこ とになろう。人間=労 働者が,自 然に対 して,労 働対象 に対 し

て,自 らの もの として対 処 で きず(第 一規定),ま た労働=生 産 の主体 で ない とすれ ば(第 二規
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定),自 由で意識的で創造 的な活動 を行 えな くなる 現実的にも意識的にも とい うこ とが

このような類理解 によって示 されているわけである。

注

(1)K.Marx"Okonomisch-philosophischeManusksipteausdemJahre1844"KarlMarx-FriedrichEngels

Werke,(以 下,M=EWerkeと 略 記 す る)ErganzungsbandersterTei1,Ins廿tutfUrMarxismus-Lenismus

beimZKderSED,DietzVerlag,Berlin,1968.所 収 。(邦 訳 「1844年 の 経 済 学 ・哲 学 手 稿 」 『マ ル ク ス ・エ

ンゲ ル ス 全 集 』 第40巻,大 月 書 店,所 収)。

MarxEngelsGesumtAusgabe{MEGA)ErsteAbteilungWerke.Artikel.EntwurfeBand2(Manz1843Bis

August1844).DietzVerlagBerlin1982.所 収(ErsteWiedergabe,ZweiteWiedergabeと も)。 小 稿 で の 引

用 はWerke版(邦 訳 大 月 書 店)に よ る こ と に す る。

(2)山 之 内 靖,『 受 苦 者 の ま な ざ し 初 期 マ ル ク ス 再 興 』,2004年,青 土 社 。 な お,最 も多 く参 照 し た の

は 第 三 章 「『経 済 学 ・哲 学 草 稿 』 第 一 草 稿 の 方 法 的 展 開 」 で あ る が,そ れ の 初 出 は 『現 代 思 想 』1977年8

月 ～78年1月 で あ る。

(3)山 之 内,同 上 書,237頁 。 以 下,本 項(二)で の 同書 か ら の 引 用 は,い ち い ち そ の 頁 数 は 記 さ な い が,

す べ て237頁,238頁 か らの も の で あ る。

(4)こ こ で そ の 大 要 を示 す わ れ わ れ の 見 解 につ い て は,拙 稿,「 マ ル クス の 『類 的 疎 外 』 規 定 の検 討 」 『商 経

論 叢 』 第42巻 第1号(2006年5月,神 奈 川 大 学 経 済 学 会)所 収,参 照 。

(5>上 の(4)で 掲 げ た 先 の 拙 稿 にお い て は,類,類 的 存 在 が 「自 由 な 存 在 」 で あ る こ との 根 拠 を そ れ が 個

体(個 別)を 超 え た 存 在 で あ る が ゆ え に,個 体(個 別)が もつ 制 約=限 界 を まぬ が れ て い る,と い う こ と

と,意 識 的 な存 在 で あ る とい う こ と の 「二 つ 」 に求 め て い た が,こ の う ち,ど ち ら を よ り本 質 的 な根 拠 と

み る か とい え ば,そ れ は 「意 識 的 」 の方 で あ る と(今 は)考 え て い る 。

(6)『 ミル 評 註 』 に つ い て はM=EWerke,ErganzungsbandersterTeil(以 下E.1と 略 記 す る)所 収 の

AusziigeausMills,Elemensd'economiepolitiqueに よっ た。(邦 訳 『全 集 」,第40巻,大 月 書 店)。 な お,
ダ

AuszugeausMills"Elemensd'economiepolitique(以 下,Ausziigeと 略 記 す る 。)は,「 ミル 『政 治 経 済 学

要 綱 』 か らの 抜 粋 」 と い う意 味 で あ ろ うが(邦 訳 『全 集 』,第40巻,大 月 書 店 に お い て も[ジ ェ ー ム ズ ・

ミル 著 『政 治 経 済 学 要 綱 』(J.Tパ リ ゾ訳,パ リ,1823年)か ら抜 粋]と 訳 さ れ て い る),こ こ で は,一

般 に馴 染 深 い 『ミル 評 註 』 と記 し,引 用 頁 数 は,上 記M-EWerkeと 大 月 書 店 版 『全 集 』 第40巻 の そ れ

を掲 げ る こ と にす る 。

『ユ ダ ヤ 人 問 題 に よせ て 』(ZurJudenfrage)はM=EWerkeユ(邦 訳 『全 集 』 第1巻)所 収 に よ っ た。

(7)「 類 的 精 神 」(Gattungsgeist)に つ い て は<『 経 済 学 批 判 要 綱 』 の 注 釈 に お い て,「 類 的 享 受 」(Gat

tungsgenuB)と 読 み 変 え る よ う に 指 示 して あ る 〉 旨が こ こ に記 され て い る。

(8)KMarx,AuszugeM=EWerkeElS.450～451.邦 訳 『全 集 』 第40巻,369頁 。

(9)K.Mari(,AuszugeM-EWerkeElS.451.邦 訳370頁L

(10)『 経 哲 手 稿 』 「第 一 手 稿 」 と 『ミ ル評 註 』 とで は 人 間 観,社 会 観 に対 す る接 近 視 角 に若 干 の 差 異 が あ る

こ とに つ い て 中 川 弘 氏 は 次 の よ う に 述 べ られ て い る。 「前 者 に お い て は,人 間 と人 間 の 外 部 に 独 立 せ る 感

性 的 自然 と の 関 係 と い う点 に焦 点 を据 えつ つ,人 間 の 内 面 的 諸 力 の 特 質 と い う こ とが 主 と して 問 わ れ て い

る の に対 し,後 者 に あ っ て は,人 間相 互 間 の 関 係 に 焦 点 が お か れ,人 間 が す ぐれ て 『共 同 存 在 』 た る と こ

ろ に類 的存 在 規 定 の 核 を も とめ て い る こ と こ れ で あ る」 と。(中 川 弘 『マ ル ク ス ・エ ン ゲ ル ス の 思 想 形

成 』1997年,創 風 社,42頁)。

「私 的 所 有 」 に つ い て,『 経 哲 手 稿 』 「第 一 手 稿 」 に お い て は 「資 本 主 義 的 私 的 所 有 」 を,す な わ ち,

〈 資 本 家 と 労 働 者 の 関 係 〉 を も つ 「私 的 所 有 」 を対 象 と し て い る の に 対 し て,『 ミル 評 註 』 に お い て は

く 資 本 家 と労 働 者 の 関係 〉 を含 ま な い(捨 象 し た)そ れ を対 象 に して い る と思 わ れ る の で,中 川 氏 の こ う

した 見 解 は 正 当 な も の で あ ろ う。 した が っ て,氏 か ら学 ぶ 所 は多 い の で あ るが,し か し,類 規 定 と類 疎 外
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については,わ れわれ と多少見解 を異にするようにも思われる。

(11)K.Marx,`ZurJudenfrage'MニEWerkelS.370『 全集』第1巻,407頁 。

(12)同S.366403頁 。

(13)な お,こ こで個体(個 人,個 別)に ついてのマルクスの評価についてふれておけば,そ れは 『経哲手

稿』において も 『ミル評注』,『ユダヤ人問題によせて』においても,い わば否定的な存在 ととらえ られて

いる(こ れに対 して,類 は肯定的存在 としてとらえ られている),と いえようが,こ の点,後 の 『経済学

批判要綱』や 『資本論」におけるとらえ方 とは若干異なるように思われ る。後者 においては 「個体的所

有」 についての一定の肯定的な評価がなされていることにみ られるように個体(個 人,個 別〉は全面的に

否定的なものとはみなされていないように思われる。 この点に関連 して,拙 稿 「いわゆる 『個人的所有』

の 『創 出二再建』について」『商経論叢』第40巻 第1号(2004年9月 神奈 川大学経済学 会)所 収,参

照。


